
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通

知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の

提供等に関する省令の一部を改正する省令案の概要 

令和元年５月 

総務省大臣官房個人番号企画室 

１．改正の理由 

戸籍法の一部を改正する法律（令和元年法律第   号）及び行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令（令和

元年政令第   号）の施行に伴い、所要の改正を行う必要があるため。 

２．改正の概要 

⑴ 番号利用法施行令における条の移動に伴い、所要の改正を行う。（第 40条、第 41条、

第 42条、第 43条、第 44条、第 45条及び第 47条関係） 

⑵ 番号利用法第 21 条の２第２項の規定に基づき、取得番号の定義規定を設ける。（新

第 41条の２関係） 

⑶ 番号利用法第 26 条において準用する同法第 21 条の２第２項及び番号利用法施行令

第 29 条の２において準用する同令第 27条の規定に基づき、省令第 40条等を条例事務

関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者について準用する規定を加える。（第 48

条関係） 

３．施行期日 

戸籍法の一部を改正する法律の施行の日 

014698A
テキストボックス
別紙１



○
総
務
省
令
第

号

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る

政
令
（
令
和
元
年
政
令
第

号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め

の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
（
同
法
第
二
十
六

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用

等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
百
五
十
五
号
）
第
二
十
七
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
、
第
四

項
、
第
五
項
並
び
に
第
六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
令
第
二
十
九
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
基
づ
き
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る

通
知
カ
ー
ド
及
び
個
人
番
号
カ
ー
ド
並
び
に
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
特
定
個
人
情
報
の
提
供
等
に

関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年

月

日

総
務
大
臣

石
田

真
敏

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
通
知

カ
ー
ド
及
び
個
人
番
号
カ
ー
ド
並
び
に
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
特
定
個
人
情
報
の
提
供
等

に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
通
知
カ
ー



ド
及
び
個
人
番
号
カ
ー
ド
並
び
に
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
特
定
個
人
情
報
の
提
供
等
に
関
す
る
省

令
（
平
成
二
十
六
年
総
務
省
令
第
八
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い

も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も

の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

［
第
一
章
～
第
三
章

略
］

［
第
一
章
～
第
三
章

同
上
］

第
四
章

特
定
個
人
情
報
の
提
供

第
四
章

特
定
個
人
情
報
の
提
供

第
一
節

特
定
個
人
情
報
の
提
供
の
制
限
等
（
第
四
十
条
）

第
一
節

特
定
個
人
情
報
の
提
供
の
制
限
等
（
第
四
十
条
―
第
四
十
四
条
）

第
二
節

情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
特
定
個
人
情
報
の
提
供
（
第
四
十
一
条
―
第
五
十
二

第
二
節

情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
特
定
個
人
情
報
の
提
供
（
第
四
十
五
条
―
第
五
十
二

条
）

条
）

［
第
五
章
・
第
六
章

略
］

［
第
五
章
・
第
六
章

同
上
］

附
則

附
則

第
四
章

特
定
個
人
情
報
の
提
供

第
四
章

［
同
上
］

第
一
節

特
定
個
人
情
報
の
提
供
の
制
限
等

第
一
節

［
同
上
］

（
情
報
照
会
者
等
に
よ
る
通
知
事
項
の
通
知
の
方
法
）

［
削
る
］

第
四
十
条

令
第
二
十
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
電
子
計
算
機
の
操
作
に
よ
る
も

の
と
し
、
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
送
信
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
の
送
付
の
方
法
に
関
す
る
技
術
的
基
準
に
つ

い
て
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
。

（
機
構
に
よ
る
住
民
票
コ
ー
ド
の
通
知
の
方
法
）

［
削
る
］

第
四
十
一
条

令
第
二
十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
電
子
計
算
機
の
操
作
に
よ
る
も
の
と
し
、
電
気
通

信
回
線
を
通
じ
た
送
信
の
方
法
に
関
す
る
技
術
的
基
準
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
。

（
住
民
票
コ
ー
ド
の
通
知
を
受
け
た
場
合
の
総
務
大
臣
の
措
置
）

［
削
る
］

第
四
十
二
条

総
務
大
臣
は
、
令
第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
住
民
票
コ
ー
ド
の
通
知
を
受
け
た
場
合
に
お

い
て
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
た
情
報
照
会
者
等
が
同
項
の
特
定
の
個
人
に
係
る
情
報
提
供
用

個
人
識
別
符
号
を
取
得
し
て
い
な
い
と
き
は
、
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
、
当
該
特
定

の
個
人
に
係
る
情
報
提
供
用
個
人
識
別
符
号
を
生
成
し
、
速
や
か
に
、
当
該
情
報
照
会
者
等
に
対
し
、
通
知
す

る
も
の
と
す
る
。

２

総
務
大
臣
は
、
令
第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
住
民
票
コ
ー
ド
の
通
知
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
た
情
報
照
会
者
等
が
同
項
の
特
定
の
個
人
に
係
る
情
報
提
供
用
個
人
識
別

符
号
を
取
得
し
て
い
る
と
き
は
、
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
、
速
や
か
に
、
当
該
情
報

照
会
者
等
に
対
し
、
既
に
当
該
情
報
提
供
用
個
人
識
別
符
号
を
取
得
し
て
い
る
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
総
務
大
臣
に
よ
る
情
報
提
供
用
個
人
識
別
符
号
の
通
知
の
方
法
）

［
削
る
］

第
四
十
三
条

令
第
二
十
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
電
子
計
算
機
の
操
作
に
よ
る
も
の
と
し
、
情
報
提

供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
た
送
信
の
方
法
に
関
す
る
技
術
的
基
準
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
が
定

め
る
。

（
情
報
照
会
者
又
は
条
例
事
務
関
係
情
報
照
会
者
に
よ
る
特
定
個
人
情
報
の
提
供
の
求
め
の
方
法
等
）

（
情
報
照
会
者
又
は
条
例
事
務
関
係
情
報
照
会
者
に
よ
る
特
定
個
人
情
報
の
提
供
の
求
め
の
方
法
等
）

第
四
十
条

令
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
個
人
情
報
の
提
供
の
求
め
は
、
電
子
計
算
機
の
操
作
に
よ

第
四
十
四
条

令
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
個
人
情
報
の
提
供
の
求
め
は
、
電
子
計
算
機
の
操
作

る
も
の
と
し
、
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
た
送
信
の
方
法
に
関
す
る
技
術
的
基
準
に
つ
い

に
よ
る
も
の
と
し
、
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
た
送
信
の
方
法
に
関
す
る
技
術
的
基
準
に

て
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
。

つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
。



２

令
第
二
十
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

２

令
第
二
十
一
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

３

前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
十
九
条
第
八
号
の
規
定
に
よ
る
条
例
事
務
関
係
情
報
照
会
者
に
よ
る
特
定
個
人
情

３

前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
十
九
条
第
八
号
の
規
定
に
よ
る
条
例
事
務
関
係
情
報
照
会
者
に
よ
る
特
定
個
人
情

報
の
提
供
の
求
め
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
第
二
十
条
第
一
項
」
と
あ
る
の

報
の
提
供
の
求
め
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
第
二
十
一
条
第
一
項
」
と
あ
る

は
「
第
二
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
二
十
条
第
一
項
」
と
、
前
項
中
「
第
二
十
条
第
一
項
」
と
あ

の
は
、
「
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
二
十
一
条
第
一
項
」
と
、
前
項
中
「
第
二
十
一
条
第

る
の
は
「
第
二
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
二
十
条
第
一
項
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
第
二
十
三
条

一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
二
十
一
条
第
一
項
」
と
、
同
項
第
四

第
二
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
第
二
項
各
号
」
と
読
み
替
え

号
中
「
第
二
十
三
条
第
二
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
第
二
項

る
も
の
と
す
る
。

各
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
節

情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
特
定
個
人
情
報
の
提
供

第
二
節

［
同
上
］

（
特
定
個
人
情
報
の
提
供
の
求
め
が
あ
っ
た
場
合
の
総
務
大
臣
の
措
置
に
係
る
通
知
の
方
法
等
）

（
特
定
個
人
情
報
の
提
供
の
求
め
が
あ
っ
た
場
合
の
総
務
大
臣
の
措
置
に
係
る
通
知
の
方
法
等
）

第
四
十
一
条

令
第
二
十
六
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

第
四
十
五
条

令
第
二
十
七
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

２

令
第
二
十
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
電
子
計
算
機
の
操
作
に
よ
る
も
の
と
し
、
情
報
提
供
ネ
ッ

２

令
第
二
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
電
子
計
算
機
の
操
作
に
よ
る
も
の
と
し
、
情
報
提
供
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
た
送
信
の
方
法
に
関
す
る
技
術
的
基
準
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
。

ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
た
送
信
の
方
法
に
関
す
る
技
術
的
基
準
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
。

［
３

略
］

［
３

同
上
］

（
取
得
番
号
）

第
四
十
一
条
の
二

法
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ

［
新
設
］

に
よ
り
生
成
さ
れ
た
取
得
番
号
と
す
べ
き
番
号
の
う
ち
、
情
報
照
会
者
等
が
情
報
提
供
用
個
人
識
別
符
号
に
よ

り
識
別
し
よ
う
と
す
る
特
定
の
個
人
ご
と
に
異
な
る
も
の
と
な
る
よ
う
に
割
り
当
て
た
番
号
と
す
る
。

（
情
報
照
会
者
等
に
よ
る
通
知
事
項
の
通
知
の
方
法
）

第
四
十
二
条

令
第
二
十
七
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
電
子
計
算
機
の
操
作
に
よ

［
新
設
］

る
も
の
と
し
、
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
送
信
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
の
送
付
の
方
法
に
関
す
る
技
術
的
基
準

に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
。

（
機
構
に
よ
る
住
民
票
コ
ー
ド
の
通
知
の
方
法
）

第
四
十
三
条

令
第
二
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
電
子
計
算
機
の
操
作
に
よ
る
も
の
と
し
、
電
気

［
新
設
］

通
信
回
線
を
通
じ
た
送
信
の
方
法
に
関
す
る
技
術
的
基
準
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
。

（
住
民
票
コ
ー
ド
の
通
知
を
受
け
た
場
合
の
総
務
大
臣
の
措
置
）

第
四
十
四
条

総
務
大
臣
は
、
令
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
住
民
票
コ
ー
ド
の
通
知
を
受
け
た
場
合
に

［
新
設
］

お
い
て
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
た
情
報
照
会
者
等
が
同
項
の
特
定
の
個
人
に
係
る
情
報
提
供

用
個
人
識
別
符
号
を
取
得
し
て
い
な
い
と
き
は
、
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
、
当
該
特

定
の
個
人
に
係
る
情
報
提
供
用
個
人
識
別
符
号
を
生
成
し
、
速
や
か
に
、
当
該
情
報
照
会
者
等
に
対
し
、
通
知

す
る
も
の
と
す
る
。

２

総
務
大
臣
は
、
令
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
住
民
票
コ
ー
ド
の
通
知
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、

同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
た
情
報
照
会
者
等
が
同
項
の
特
定
の
個
人
に
係
る
情
報
提
供
用
個
人
識

別
符
号
を
取
得
し
て
い
る
と
き
は
、
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
、
速
や
か
に
、
当
該
情

報
照
会
者
等
に
対
し
、
既
に
当
該
情
報
提
供
用
個
人
識
別
符
号
を
取
得
し
て
い
る
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す

る
。

（
総
務
大
臣
に
よ
る
情
報
提
供
用
個
人
識
別
符
号
の
通
知
の
方
法
）



第
四
十
五
条

令
第
二
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
電
子
計
算
機
の
操
作
に
よ
る
も
の
と
し
、
情
報

［
新
設
］

提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
た
送
信
の
方
法
に
関
す
る
技
術
的
基
準
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
が

定
め
る
。

（
情
報
提
供
等
の
記
録
等
）

（
情
報
提
供
等
の
記
録
等
）

第
四
十
七
条

法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
四
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

第
四
十
七
条

法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
四
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

第
四
十
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項

一

第
四
十
四
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
法
第
十
九
条
第
八
号
の
規
定
に
よ
る
特
定
個
人
情
報
の
提
供
）

（
法
第
十
九
条
第
八
号
の
規
定
に
よ
る
特
定
個
人
情
報
の
提
供
）

第
四
十
八
条

第
四
十
一
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
十
九
条
第
八
号
の
規
定
に
よ
る
条
例
事
務
関
係
情

第
四
十
八
条

前
三
条
の
規
定
は
、
法
第
十
九
条
第
八
号
の
規
定
に
よ
る
条
例
事
務
関
係
情
報
照
会
者
に
よ
る
特

報
照
会
者
に
よ
る
特
定
個
人
情
報
の
提
供
の
求
め
及
び
条
例
事
務
関
係
情
報
提
供
者
に
よ
る
特
定
個
人
情
報
の

定
個
人
情
報
の
提
供
の
求
め
及
び
条
例
事
務
関
係
情
報
提
供
者
に
よ
る
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
つ
い
て
準
用

提
供
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
五
条
第
一
項
第
四
号
中
「
第
二
十
一
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二

字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
一
条
第
二
項
」
と
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
十
六
条
第
二
項
中
「
第
二

第
四
十
一
条
第
一
項

第
二
十
六
条
第
一
項

第
二
十
九
条
の
二
に
お
い
て
準
用

十
一
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
一
条
第
二
項
」
と
、
「
第
二
十

す
る
令
第
二
十
六
条
第
一
項

二
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
二
条
第
一
項
」
と
、
同
条
第
三
項

第
四
十
一
条
第
一
項
第
四
号

第
二
十
一
条
第
二
項

第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る

第
一
号
中
「
第
二
十
二
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
二
条
第
一

法
第
二
十
一
条
第
二
項

項
」
と
、
「
第
二
十
三
条
第
二
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
第

第
四
十
一
条
第
二
項

第
二
十
六
条
第
五
項

第
二
十
九
条
の
二
に
お
い
て
準
用

二
項
各
号
」
と
、
前
条
第
一
項
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準

す
る
令
第
二
十
六
条
第
五
項

用
す
る
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
四
号
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
第
二
十
一
条
第
二
項
各
号
」
と
あ
る
の
は

第
四
十
一
条
第
三
項

第
二
十
一
条
第
二
項

第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る

「
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
一
条
第
二
項
各
号
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
三
条
第
一

法
第
二
十
一
条
第
二
項

項
及
び
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」

第
二
十
二
条
第
一
項

第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る

と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
二
十
三
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三

法
第
二
十
二
条
第
一
項

条
第
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
一
条
の
二

第
二
十
一
条
の
二
第
二
項

第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項

第
四
十
二
条

第
二
十
七
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第

第
二
十
九
条
の
二
に
お
い
て
準
用

二
号

す
る
令
第
二
十
七
条
第
二
項
第
一

号
及
び
第
二
号

第
四
十
三
条

第
二
十
七
条
第
四
項

第
二
十
九
条
の
二
に
お
い
て
準
用

す
る
令
第
二
十
七
条
第
四
項

第
四
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項

第
二
十
七
条
第
三
項

第
二
十
九
条
の
二
に
お
い
て
準
用

す
る
令
第
二
十
七
条
第
三
項

第
四
十
五
条

第
二
十
七
条
第
六
項

第
二
十
九
条
の
二
に
お
い
て
準
用

す
る
令
第
二
十
七
条
第
六
項

第
四
十
六
条
第
一
項

第
二
十
八
条

第
二
十
九
条
の
二
に
お
い
て
準
用

す
る
令
第
二
十
八
条

第
四
十
六
条
第
二
項

第
二
十
一
条
第
二
項

第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
二
十
一
条
第
二
項



第
二
十
二
条
第
一
項

第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
二
十
二
条
第
一
項

第
四
十
六
条
第
三
項

第
二
十
八
条

第
二
十
九
条
の
二
に
お
い
て
準
用

す
る
令
第
二
十
八
条

第
四
十
六
条
第
三
項
第
一
号

第
二
十
二
条
第
一
項

第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
二
十
二
条
第
一
項

第
二
十
三
条
第
二
項
各
号

第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
二
十
三
条
第
二
項
各
号

前
条
第
一
項

第
二
十
三
条
第
一
項
第
四
号

第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
四
号

前
条
第
一
項
第
二
号

第
二
十
一
条
第
二
項
各
号

第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
二
十
一
条
第
二
項
各
号

前
条
第
二
項

第
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項

第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二

項

前
条
第
三
項

第
二
十
三
条
第
三
項

第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
二
十
三
条
第
三
項

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

こ
の
省
令
は
、
戸
籍
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第

号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年

月

日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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